
労働■雇用分野における障害者権利条約への  

対応の在り方に関する研究会開催委細（藁）  

1．趣 旨   

平成18年1：三月に国連総会において採択された障害者権利条約については、我が国  

は昨年9月28日に署名したところであり、今後、早期の条約締結に向けた検討を進  

める必要がある。   

労働・雇用分野に関しても、昨年12月19日付けの労働政策審議会意見書「今後の  

障害者雇用施策の充実強化について」において提言されているように、同条約には「職  

場における合理的配慮の提供」というこれまで我が国にない概念が盛り込まれている  

こと等を踏まえた上で、障害者雇用促進法制においてどのような措置を講ずべきかに  

ついて、考え方の整理を早急に開始する必要がある。   

このため、労使、障害者関係団体等の関係者から成る研究会を設け、障害者権利条  

約の締結に向けた環境整備を図るため、職場における合理的配慮その他の対応の在り  

方について検討を行うこととする。  

2．研究会の運営  

（1）研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者の  

参集を求め、開催する。  

（2）研究会の座長は、参集者の互選により選出する。  

（3）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対  

策課において行う。  

3．参集者  

別紙のとおり  

4．開催時胡＿  

平成20年4月～  

5．僻  
（1）障害者権利条約（労働・雇用分野）への対応の在り方について  

（2）その他  
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．審議会等会合の公開に関する指針  

この指針は、厚生労働省所管の審議会等及び懇談会等行政運営上の会合（以下「審議  
会等会合」という。）の運営に関し、透明な行政運営の確保を図るため、審議会等会合の  
公開について、下記のとおり定めるものである。  

記   

1本指針の対象  

（り 審議会等  

国家行政組織法第8条に基づき設置される審議会等とする。  

（2）懇談会等行政運営上の会合．  

行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以   
外の有識者等の参集を求める会合であって、「審議会等の整理合理化に関する基本的   
計画（平成11年4月27日 間議決定）」の対象となっているものとする。   

2 審議会等の公開  

（1）審議会等会合の委員の公開   

ア 審議会等会合の委員、臨時委員、特別委員、専門委員の氏名、職業については、  
当該審議会等会合において別段の取扱いをすべきこととしている場合を除き、公  

開するものとする。   

イ 審議会等会合の委員等の任免を行った場合には、当該審議会等会合の事務を行  
う部局は、速やかに、委員名簿1部を官房総務課情報公開文書室に提出するもの  
とする。大臣官房総務課情報公開文書量は、それを審議会台帳に登録し、一般の  
閲覧に供するものとする。  

【2）審議会等会合の活動状況の公開   

ア 審議会等会合の開催予定に関する日時、開催場所等については、当該審議会等  
会合において別段の取扱いとすべきこととしている、又は審議会等会合の運営に  
支障がある等の特段の事由がある場合を除き、決定後速やかに公開するものとす  
る。  

なお、特段の事情により、会議を公開してきた審議会等会合がそれを非公開と  
する場合にあっては、開催予定とと－もに非公開である旨及びその理由を公開する  
ものとする。   

イ一審議会等会合を開催する場合には、当該審議会等会今の事鶉を行う部局は∴あ  
らかじめ開催予定を記載した書類1部を大臣官房総務課情報公開文書量に、岳類  
1部及び電子ファイルを官房総務課広報皇に提出するものとする。大臣官房総務  
課情報公開文書圭は、書類を審議会台帳に登録し、大臣官房総務課広報室は、開  
催予定を厚生労働省ホームページ上に載せ、一般の閲覧に供するものとする。   



（3）審議会等会合の会議、議事録の公開   

ア 審議会等会合の会議、議事録の公開   

（ア）審議会等会合のうち諮問、答申を行うものについては、会議及び議事要旨  
又は議事録を公開する。傍聴人の制限等の会議の公開の方法については、各  
審議会等会合の決定によるものとする。   

（イ）審議会等会合のうち（ア）以外の会合（審議会等に置かれる分科会、部会  
及び懇談会等行政運営上の会合）については、少なくとも議事要旨を公開す  
る。特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合にあっては、その  
理由を明示するものとする。   

（ウ）審議会等会合の事務の一部が行政処分、不服審査、試験等を行う場合にあ  
って1は、会議、議事録及び議事要旨を非公開とすることができる。   

イ 審議会等会合の議事録等の公開の方法  

審議会等会合の事務を行う部局は、議事録又は議事要旨を公開するときは、1   
部を大臣官房総務課情報公開文書主に、1部及び電子ファイルを官房総務課広報   
室に提出するものとする。大臣官房総務課広報室は、■書類を厚生労働省ホームペ  
ージ上に載せ、一般の閲覧に供するものとする。  

（4）審議会等会合の諮問、答申・意見等及び提出資料の公開   
ア 審議会等会合の諮問、答申t意見等及び提出書類については、当該審議会等会   

合において別段の取扱いをすべきこととしている、又は公開することにより、公  
正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある、若しくは特定の者に不当   
な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合を除き、公開するものとする。   

イ 審議会等会合の事務を行う部局は、諮問、答申・意見等を公開するときにあっ   
ては速やかに、議事録又は議事要旨とともに、1部を大臣官房総務課情報公開文   
書真に、1部及び電子ファイルを官房総務課広報室に提出するものとする。大臣   
官房総務課広報室は、書類を厚生労働省ホームページ上に載せ、一般の閲覧に供  
するものとする。  

提出資料を公開するときにあっては当該提出資料（それが脛大な場合にあって   

は、閲覧に供することができる場所を記載した書類。以下同じ。）1部を大臣官房   
総務課情報公開文書量に、1部及び電子ファイルを官房総務課広報室に提出する   
ものとする。大臣官房総務課広報室は、書類を厚生労働省ホームページ上に載せ、  
一般の閲覧に供するものとする。  
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審議会等会合の公開に関する考え方   

1 対象   

「審議会等会合の公開に関する指針」（以下「指針」という。）1（2）の懇談会   

等行政運営上の会合については、局長以上の決済を経て参集した会合を対象と   

する。   

2 審議会等会合の会議の公開  

r指針」2（3）ア（イ）に該当する審議会等会合については、以下に該当する場   
合を除き公開することとし、審議会等の開催の都度判断するものとする。  

① 個人に関する情報を保護する必要がある。   

② 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると外部から   
の圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は意思決   
定の中立性が不当に損なわれるとともに、委員の適切な選考が困難となるお   
それがある。   

③ 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、   
不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。   

④ 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすお   
それがある。  
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障害者権利条約をめぐる状況等  

⊥＿套．約採択の経緯  

0 2001年12月の「障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的   

な国際条約」決議が国連総会でコンセンサス採択されたことを受け、2002年にニ   

ューヨーク国連本部において本条約について検討するための障害者権利条約アド   

ホック委員会第1回会合が開催され、本条約案の検討が行われ、2006年8月の第8   

回アドホック委員会で基本合意された。   

○ その後、2006年12月13日、第61回国連総会本会議において採択され、我が国   

は、2007年9月28日（金）に閣議決定の上、署名を行ったところである。  

今後、政府としては、条約の締結（批准）に向けて、国内法制の整備等を進める   

必要がある。  

2 条約の概要  

○ 障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約であり、   

障害者の自立、非差別、社会への参加等を一般原則として規定するほか、アクセシ   

ビリティー、家族、教育、労働等様々な分野において、 障害者の権利を保護・促進   

する規定を設けている。また、条約の実施状況を監視する国際モニタリングにおい   

て、本条約独自の委員会を設置することも規定している。   

○ 雇用分野については、公共・民間部門での雇用促進等のほか、   

① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、  

雇用の継続、昇進並びに灸全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁止  

（1（a））、  

② 公正・良好な労働条件、安全・健康的な作業条件及び苦情に対する救済につい  

ての権利保護（1（b））  ③働（1（i））   
等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保障・促進すること   

とされている。  

○ 雇用分野を含め、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、締結国は、その完   

全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いる   

こと等により、措置をとるこ●ととされており、必ずしも条約で規定されたとおりの   
措置を即時に講ずることまで義務付けているものではないが、国内法制の整備の可   

否又は是非について整理した上で、現時点で対応可能な事項については速やかに法   

的整備を図る必要がある。  
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＜今後の障害者雇用施策の充実強化について一障害者の雇用機会の  

拡大に向けて…（平成19年12月19日労働政策審議会意見書）＞  

（6）障害者権利条約の締結に向けた検討  

本年9月28日に、「障害者の権利に関する条約」について我が国は署名した   

ところであり、今後、条約の締結に向けて、国内法制の整備等が求められている。  

この条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な   

国際条約であり、障害者の自立、非差別、社会への参加等の一般原則のほか、教   

育、労働等様々な分野において、障害者の権利を保護・促進する規定を設けてい   

る。  

雇用・労働分野については、公共・民間部門での障害者雇用の促進等のほか、   

① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用  

の継続、昇進並びに安全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁止、   

② 職場において合理的配慮が提供されることの確保   

等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保障・促進するこ   

ととされている。  

これらについて、時事考雇用促遅法制においてど瑚ゝに   

ついては、特に、②の職場における合理的配慮の提供というこれまで我が国に峠  

ない概念が盛り込まれており、十分な議論が必要であることから、労使、障害者  

団体等を含めて、働  

くことが適当である。  
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＜障害者の権利に関する条約仮訳（抜粋）＞   

第二条 定義  

「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、   

社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識   

し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別   

には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。   

「合理的配慮⊥とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを   

確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、   

均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。  

第二十七条 労働及び雇用  

1 締約国は、障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に   

対して開放され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利用可能な労働市場及び労働環境において、障害  

者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次の   

ことのための適当な措置（立法によるものを含む。）碑（雇用の過  

程で障害を有することとなった者を含む。）の権利が実現されることを保障し、及び促進する。   

（a）瑚こ安全力、  

つ健康的な作業条件を含む。）に閲し、障害を理由とする差別を禁止すること。   

（b）他の者と平等に、公正かつ良好な労働条件（例えば、均等な機会及び同一価値の労働についての同一報  

酬）、安全かつ健康的な作業条件（例えば、嫌がらせからの保護）及び苦情に対する救済についての障害  

者の権利を保護すること。   

（c）障害者が他の者と平等に労働組合についての権利を行使することができることを確保すること。   

（d）障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに職業訓練及び継続的な訓  

練を効果的に利用することを可能とすること。   

（e）労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進すること並びに職業を求め、こ  

れに就き、これを継続し、及びその職業に復帰する際の支援を促進すること。   

（f）自営活動の機会、起業能力、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進すること。   

（g）公的部門において障害者を雇用すること。   

（h）適当な政策及び措置（積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めることができる。）を通じて、  

民間部門における障害者の雇用を促進すること。   

（㈱こ提供されることを確保すること。   

（j）開かれた労働市場において障害者が実務経験を取得することを促進すること。   

（k）障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進すること。   

2 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者と平等に強制労働から保護さ  

れることを確保する。  
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